
人権週間広報等業務委託に関する質疑応答 

令和７年５月30日現在 

№ 質 問 事 項 回  答 回答日 

1 Xウェブサイトカードの広告掲載は、ブルーバッチやグ

レーバッチが必須ですが、こちらにつきましては、人権

推進課様にて事前に取得していただけるという認識で

よろしいでしょうか。 

 

質問に「バッチ」とあるのは「バッジ」と読み替えて回答いたします。 

現在、あいち人権センター公式Xアカウントは認証バッジを取得しておらず、広告のためにバッジの認

証を受けることが難しいことが判明しました。つきましては、仕様書「５（２）イ（ア）Xウェブサイ

トカード」については、あいち人権センター公式Xアカウントを利用する方法ではなく、他の媒体を利

用する等、インターネットを活用した広告で、高い啓発効果が得られる方法をご提案くださいますよう

お願いします。 

仕様書「５（２）イ（ア）Xウェブサイトカード」の記載については、契約時に、企画提案いただいた

内容に変更いたします。 
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